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（事業名・地区） 
高瀬川 
広域河川改修事業 
 
（事業位置） 
出雲市斐川町沖洲 
  ～上庄原 
 
（事業費） 
 2,546,500 千円 
 
 
（事業概要） 
全体延長 

L=2,450m 
 
築堤、掘削、護岸 
橋梁 
 
（事業主体の根拠） 
河川法第９条２項 
 
（再評価区分） 
④再評価実施後５ 

年経過し継続中 
 
（担当部課名） 
土木部河川課 

 

 

 

（事業採択・着手・完了予定年 
度、経過年数） 
事業採択年度：平成１２年度 
用地着手年度：平成１２年度 
工事着手年度：平成１２年度 
完了予定年度：令和１３年度 
経過年数：２０年 
 
（進捗状況と今後の見込み） 
進捗率： ６２％ 
用 地： ８４％ 
工 事： ４９％ 
 

令和１３年度完成予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業導入の経緯・目的） 
高瀬川は現況流下能力がきわ

めて低く、昭和 39 年、47 年の

出水により家屋や田畑等に甚大

な浸水被害が発生した。近年で

は平成 5 年、9 年に相次いで氾濫

し、家屋浸水など大きな被害が

発生したため、河川改修が必要

となった。 
 
（事業を取り巻く社会情勢） 

高瀬川と並走して国道 9 号が

走っており、山陰道斐川インタ

ーチェンジまで 3km という立地

条件の良さから、上流部に電子

部品工場、住宅団地、都市公園

等ができ、沿川には新聞印刷工

場、大型店舗等の商業施設が次

々と建設されるなど、急速な土

地利用が図られている。今後、

沿川の土地利用がさらに活発に

なるものと予想される。 
 
（事業に対する地元情勢・計画

の熟度） 
洪水による浸水被害防止は極

めて重要かつ緊急な課題であ

り、沿川住民及び出雲市が、河

川改修の早期完成を強く要望し

ている。 

（費用対効果） 
  ｂ／ｃ＝８．４３ 
 
 
（コスト縮減・代替案等） 

事業の実施にあたって

は、残土の有効利用等コス

ト縮減に努める。 
 
 
（その他の効果） 

宅地化、商業施設の建設

等、急速な土地利用が図ら

れている区域であるため、

浸水被害を低減すること

により、安全な生活基盤及

び民生の安定を図ること

ができる。 
 

 

 

 

 

 

（生活環境・自然環境への影響） 
自生植物が繁茂するよう植生に

配慮したブロック積護岸工を採用

するなど、多自然川づくりに努め

る。 
 
 

（方針案） 
継続 
 
 
 
（継続・中止の理由） 

現況流下能力が著

しく低く、浸水被害

防止を図れないこと

から治水対策を継続

することは必要であ

る。 
現在は、治水上の

ネックとなっていた

国道橋上流部斐川支

所付近の改修を進め

ており、流下能力向

上のために橋梁の改

築を含めた改修を早

期に完成させる必要

がある。 
 

 

 

（事業を中止した場合の影響） 
現況流下能力が改修計画に対し、

15～30％程度しかなく、浸水被害

が頻発する可能性が高い。 
 
 
・浸水被害履歴 

S39、47 
H5、9、13、18 
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